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課題と問題提起

【現状】
• 南海トラフ地震は30年以内に70から80％、首都直下地震は70％、日本海

溝・千島海溝地震は7から40％の発生確率であり、今や起こることを前提と
した対策を考える時期。

• 特に南海トラフ巨大地震、首都直下地震、富士山大規模噴火といった大規
模災害では、首都圏をはじめ、太平洋側の人口・産業の集積地域に甚大な
被害が想定されている。

【課題】
• 南海トラフ巨大地震や首都直下地震については、被害想定を公表し、初動

の応急対策について具体計画を策定しているが、復旧、復興フェーズの以
下の3点については、十分な対策検討が行われておらず、具体化が進んでい
ない。
①各種産業が集積している首都圏や太平洋側が被災した場合に、製造業を

はじめとする経済活動が、全国規模で機能補完して速やかに継続・再開
することができるのか。

②東日本大震災や阪神・淡路大震災の避難者をはるかに超える数百万人規
模の避難者の長期に及ぶ避難生活の対応をどうするのか。

③特に南海トラフ巨大地震では、数多くの市町村で人口・産業が集積する
市街地が津波で被災するが、復興まちづくりをどのように行うのか。
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課題と問題提起

【問題提起】
• これらの国土構造に関わる問題については、例えば、

①経済界、関係省庁、自治体が一体となって、まずは各企業の事業継続・
再開に係るBCPの実態を、最悪の事態を想定する前提で把握・検証し、
事前にとるべき対応策を検討すべきではないか。

②数百万人規模の避難者対応については、年単位の全国的な大規模広域避
難を想定した対応策（被災のおそれのない地域での受け入れ体制の事前
準備や、個人レベルでの二地域居住等を通じた避難先の確保など）を、
関係省庁や自治体（地方団体）のみならず経済界も含めて検討すべきで
はないか。

③被災地域が住民流出によって衰退し、ふるさとが失われることがないよ
う、事前に復興まちづくりのプランを想定しておくための対応策を、関
係省庁や自治体（地方団体）が連携して検討すべきではないか。

• これらの対応策は、特定のエリアが甚大な被害を被っても、国内の他のエ
リアがカバーする、いわば「機能補完・機能分散型国土構造（仮称）」と
考えられ、このような国土構造へ転換すべきではないか。これは、デジタ
ル田園都市国家構想と表裏一体といえる。

• 「機能補完・機能分散型国土構造（仮称） 」は、対流促進型国土、多軸型
国土、多極分散型国土というこれまでの国土計画の方向性や、カーボン
ニュートラル、地域生活圏などの政策とも整合するものではないか。
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（参考）現行の国土形成計画における機能補完・機能分散にかかる記載

• 東日本大震災後、国土全体の強靱性を確保する上で、日本海側と太平洋側
の連携を強化し、ネットワークの多重性・代替性の確保を図りつつ、日本
海・太平洋両面を活用することの重要性が再認識された。このような国土
構造をつくり上げることは、太平洋側だけでなく日本海側の安全性を高め
ることにもつながることになる。（P35）

• このように、現在諸機能が集中している太平洋側だけではなく、日本海側
を活用することの重要性が高まっていることから、日本海側の機能の強化
を図るとともに、整備新幹線の整備や道路ネットワークの強化を着実に進
めるなど日本海側と太平洋側を結ぶネットワークの形成等を通じて、日本
海側と太平洋側の２面をフル活用し、世界との結びつきを強化する。
（P35）

• 企業等の業務継続の観点から、サプライチェーンの複線化、部品の代替性
確保、工場、事業所等の分散、移転等、代替性を確立する方策の検討を促
す（P134）
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１．南海トラフ巨大地震：定量的な被害量

出典：内閣府「南海トラフ巨大地震の被害想定について
（令和元年6月）」より国土政策局作成

南海トラフ巨大地震では陸側ケースで171.6兆円の資産等の被害が生じるなど、
甚大な被害が予測されており、特に、太平洋側に被害が集中している。

■建物等の被害（東海地方が大きく被災するケース、陸側ケース）

■経済的被害

（参考）新設住宅着工戸数 約856千戸（建設着工統計調査報告(令和3年計分)）4



１．南海トラフ巨大地震：東日本大震災、阪神・淡路大震災による被害との比較

出典：内閣府「地域の経済 2011 －震災からの復興、地域の再生－」より国土政策局作成

■資本ストック被害額推計

出典：消防庁「阪神・淡路大震災について（確定報）（平成18年5月19日）」、消防庁「平成23年（2011年）
東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）の被害状況（令和3年3月1日現在）」より国土政策局作成

■震災による住家等の被害

南海トラフ巨大地震による被害額（171.6兆円）は東日本大震災の資本ストック
被害額の約10倍、建物等の被害（約208万棟）は東日本大震災の全壊棟数の約17
倍となるなど、経済や住家等への甚大な影響が予測されている。

全壊 半壊 一部損壊 合計 公共建物 その他
阪神・淡路大震災 104,906 144,274 390,506 639,686 1,579 40,917
東日本大震災 122,005 283,156 749,732 1,154,893 14,527 92,890

非住家（棟）住家（棟）
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１．南海トラフ巨大地震：生産・サービス低下による影響

出典：内閣府「南海トラフ巨大地震の被害想定について （経済的
な被害）（令和元年６月）」より国土政策局作成

南海トラフ巨大地震による生産・サービス低下による被害額は、陸側ケースで
36.2兆円、GDPの約7％の被害が予測されている。また影響市町村の製造品出荷
額は全国の約66％を占めている。

■生産・サービス低下による影響（全国）

※最大クラスの地震（全ての地震動ケース、津波ケースの重ね合わせ）
による震度が6 弱以上または沿岸部の津波高が3m以上と想定される
市町村を影響市町村としている。

■被災地域の社会的・地理的背景

出典：内閣府「南海トラフ巨大地震の被害想定について（第二次報告）
（平成25年3月）」より国土政策局作成
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出典：内閣府「南海トラフ巨大地震の被害想定（令和元年6月）」より国土政策局作成

１．南海トラフ巨大地震：経済的な被害

生産額の減少など定量評価可能なものは算定されているが、企業の撤退・倒産、
生産機能の域外、国外流出など定量評価困難なものも多く、社会経済の見通しは
困難である。

7



出典：内閣府「南海トラフ巨大地震の被害想定（施設等の被害・経済的な被害）（再計算）（令和元年
6月）」より国土政策局作成

１．南海トラフ巨大地震：避難者数の推移

避難者は断水の影響を受けて１週間後に最大で約880万人が発生し、避難所への
避難者は１週間後に最大で約460万人と想定される 。1ヶ月後の段階でも約810万
人の避難が続いており、長期的な対応が必要となる。

【参考】

東日本大震災における発災
１ヶ月後の避難者数
147,536人

阪神淡路大震災における発
災１ヶ月後の避難所生活者
数
209,828人

指定避難所数
79,285ヶ所（R2.10.1時点）

旅館・ホテル営業の客室数
1,739,124室（R2年度末）

出典：内閣府「被災者に対する国の
支援の在り方に関する検討会(第7
回) 資料２「被災者への情報提供の
推進について」

出典：中央防災会議「防災基本計画
添付資料」

出典：厚生労働省「令和2年度衛生行
政報告例」 8



１．南海トラフ巨大地震：ライフラインへの影響（上水道、電力）

出典：内閣府「南海トラフ巨大地震の被害想定（施設等の被害・経済的な被害）（再計算）（令和元年6月）」より国土政策局作成

上水道は最大約3,570万人が断水すると想定されており、例えば東海三県では、
発災約１ヶ月後でも約１～２割が断水したままである。また電力は最大約2, 930
万軒が停電すると想定されており、電柱被害に基づく停電は復旧に約１～２週間
を要する。

■被害（電力）■被害（上水道）

■復旧の推移（電力）■復旧の推移（上水道）
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１．南海トラフ巨大地震：感染症蔓延下での災害対応

出典：内閣官房「ナショナル・レジリエンス（防災・減災）懇談会事前防災・複合災害ワーキンググループ 第3回資料2（令和3年4月12日）」
より国土政策局作成

感染症蔓延下での災害対応については、避難所運営以外にも多くの検討が必要。
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１．南海トラフ巨大地震：津波の浸水分布（浜松市周辺地域）

出典：内閣府「南海トラフ巨大地震の被害想定（建物被害・人的被害）（再計算）浸水図ケース1（令和元年6月）」より国土政策局作成

建物被害については、全壊となる割合が大幅に増加する浸水深2.0mを超える地域
が広範囲に広がっている。

【ケース①「駿河湾～紀伊半島沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する】

静岡県の1ヶ月後の避難者数
（地震動：陸側ケース、津波ケース
①、冬夕方、風速 8m/s）
：約1,000,000人
（うち避難所約310,000人、避難所
外約730,000人）
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１．南海トラフ巨大地震：津波の浸水分布（名古屋、大阪）

出典：内閣府「南海トラフの巨大地震モデル検討会（第二次報告）（追加資料）」より国土政策局作成

愛知県の1ヶ月後の避難者数（地震動：陸側ケース、
津波ケース①、冬夕方、風速 8m/s）：約1,700,000人
（うち避難所約500,000人、避難所外約1,200,000人）

大阪府の1ヶ月後の避難者数数（地震動：陸側ケース、
津波ケース④、冬夕方、風速 8m/s）：約1,300,000人
（うち避難所約380,000人、避難所外約890,000人）
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１．南海トラフ巨大地震：津波の浸水分布（和歌山、三重）

和歌山県の1ヶ月後の避難者数（地震動：陸側ケース、
津波ケース③、冬夕方、風速 8m/s）：約400,000人
（うち避難所約120,000人、避難所外約280,000人）

出典：内閣府「南海トラフ巨大地震の被害想定（建物被害・人的被害）（再計算）浸水図ケース1,3（令和元年6月）」より国土政策局作成

三重県の1ヶ月後の避難者数（地震動：陸側ケース、
津波ケース①、冬夕方、風速 8m/s）：約620,000人
（うち避難所約190,000人、避難所外約440,000人）
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１．南海トラフ巨大地震：津波の浸水分布（高知）

出典：内閣府「南海トラフの巨大地震モデル検討会（第二次報告）（追加資料）」より国土政策局作成

高知県の1ヶ月後の避難者数（地震動：陸側ケース、津波ケース④、冬夕方、風
速 8m/s）：約530,000人（うち避難所約160,000人、避難所外約370,000人）
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（参考）高知県の復興プラン

出典：高知県「第２回高知県事前復興まちづくり計画策定指針検討会 資料４」より国土政策局作成

高知県では、市町村が発災後速やかに復興まちづくりに着手するための事前復興まちづくり
計画の策定を支援する「高知県事前復興まちづくり計画策定指針」を作成するため、有識者
や行政関係者らの委員により「高知県事前復興まちづくり計画策定指針検討会」を設置して
議論を進めている。
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（参考）津波災害時の復興事業のパターンと事例

出典：国土交通省都市局「東日本大震災による津波被害からの市街地復興事業検証委員会とりまとめ（令和３年３月３１日）」より国土政策局作成 16

東日本大震災の復興事業は、大きく分けて、①現地再建、②嵩上再建、③新市街地整備、④
嵩上再建＋高台移転の４分類であった。今後の復興まちづくりへの教訓として、まちの将来
像を平時から真摯に検討し、持続可能な将来のまちづくりを進めることが重要である。

■復興事業のパターンイメージ ■復興事例



（参考）復興まちづくりのための事前準備の取組状況（令和3年7月末時点）

出典：国土交通省都市局ホームページ（https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_bosai/toshi_tobou_fr_000046.html）より国土政策局作成 17



（参考）復興まちづくりのための事前準備の取組状況（令和3年7月末時点）

出典：国土交通省都市局ホームページ（https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_bosai/toshi_tobou_fr_000046.html）より国土政策局作成 18



２．首都直下地震：定量的な被害量

出典：内閣府「首都直下地震の被害想定と対策について （最終報告）（平成
25 年 12 月）別添資料1,3,4」より国土政策局作成

首都直下地震では都心南部直下地震の場合、47.4兆円の資産等の被害が生じるな
ど、東京23区をはじめ、首都圏での甚大な被害が予想されている。

■建物等の被害

■経済的被害
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２．首都直下地震：経済的な被害

出典：内閣府「首都直下地震の被害想定と対策について （最終報告）（平成 25 年 12 月）別添資料3」より国土政策局作成

生産額の減少など定量評価可能なものは算定されているが、企業の撤退・倒産、
生産機能の域外、国外流出など定量評価困難なものも多く、社会経済の見通しは
困難である。
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２．首都直下地震：避難者の推移

出典：内閣府「首都直下地震の被害想定と対策について （最終報告）（平成 25 年 12 月）別添資料1」より国土政策局作成

避難者は断水・停電の影響を受けて２週間後に最大で約720万人が発生し、避難
所への避難者は２週間後に最大で約290万人と想定される 。1ヶ月後の段階でも
約400万人の避難が続いており、長期的な対応が必要となる。
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（参考）首都機能の移転（国会等の移転）の取組について

国会等の移転は、平成４年に議員立法で制定された「国会等の移転に関する法律」に基づき、立法府の主導により検討が
進められた、国会、国会の活動に関する行政に関する機能、司法に関する機能のうち中枢的なものを東京圏以外の地域へ
移転させる取組。

■移転先候補地（平成11年国会等移転審議会答申より）■移転対象

国会等の動き

H４ 「国会等の移転に関する法律」施行 （議員立法）
・国会等の移転の具体化に向けての国の検討責務
・国が検討を行う上での指針

H11 「国会等移転審議会」答申 （総理から国会に報告）
・移転先候補地を選定

H16 「国会等の移転に関する政党間両院協議会」座長とりまとめ
・今後は、分散移転や防災、とりわけ危機管理機能（いわゆるバックアップ
機能）の中枢の優先移転などの考え方を深めるための調査、検討を行う

■検討経緯
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（参考）国会等各府省庁の代替施設について

国会等各府省庁 災害対策本部施設（特に記載があるもの） 左記以外の業務実施施設

日本国政府
（総理大臣官邸）
出典：「政府業務継続計画（首都直
下地震対策）」（平成26年3月）

総理大臣官邸が使用不可の場合、以下の優先
順位で移転を行う
①内閣府（千代田区）
②防衛省（新宿区）
③立川広域防災基地（立川市）

○内閣府は、政府全体の見地から、他の府
省等の庁舎の一部を求めのあった府省等
に融通するためのあっせんを行う

内閣府（本府）
出典：「内閣府本府業務継続計画」
（令和2年8月）

○政府緊急災害対策本部が立川広域防災基地等に置かれる場合に備えて、引き続き、非常時
優先業務を実施するための代替庁舎、立川広域防災基地周辺における代替庁舎の確保、代
替庁舎への円滑な参集の方法等を検討する

総務省
出典：「総務省本省業務継続計画」
（令和4年1月）

(1) 中央合同庁舎第2号館が使用不能かつ政府の緊急災害対策本部が総理大臣官邸、中央合
同庁舎第8号館又は防衛省本省に設置される場合

①関東総合通信局（千代田区）
②総務省第二庁舎別館（千代田区）
(2) 政府の緊急災害対策本部が立川広域防災基地に設置される場合
①自治大学校（立川市）
②情報通信政策研究所（国分寺市）
(3) (1)及び(2) が困難な場合は、近隣の総務省入居庁舎利用の調整、内閣府による庁舎のあっ
せんの求めその他必要な対応を行う

法務省
出典：「法務省業務継続計画（首都
直下地震編）」（平成31年4月）

記載なし

外務省
出典：「外務省業務継続計画」（令
和3年10月）

○外務省研修所（相模原市）、麻布台別館（港区）、飯倉別館（港区）、外交史料館（港区）の中か
ら、危機管理担当審議官／参事官が代替施設を決定する
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（参考）国会等各府省庁の代替施設について

国会等各府省庁 災害対策本部施設（特に記載があるもの） 左記以外の業務実施施設

財務省
出典：「財務省業務継続計画」（平
成30 年6月）

①合同庁舎4号館（千代田区）
②金融庁（合同庁舎第 7 号館）（千代田区）
③東京国税局（中央区）
④立川地方合同庁舎（立川市）
※官邸機能が立川広域防災基地に移転 した場

合、本庁舎及び他の代替庁舎の使用可否に
関わらず立川地方合同庁舎

①合同庁舎4号館（千代田区）
②③東京国税局（中央区）
④立川地方合同庁舎（立川市）
※官邸機能が立川広域防災基地に移転 し

た場合、本庁舎及び他の代替庁舎の使用
可否に関わらず 立川地方合同庁舎

文部科学省
出典：「文部科学省首都直下地震
対応 業務継続計画」（令和2年1
月）

○大学共同利用機関法人人間文化研究機構（立川市）
○大学共同利用機関法人情報・システム研究機構立川団地（立川市）

厚生労働省
出典：「厚生労働省業務継続計画
～首都直下地震編～」（令和3年
10月）

○国立病院機構災害医療センター（立川市）
○関東信越厚生局（さいたま市）
○東京労働局（千代田区）
○物資輸送拠点として上石神井庁舎
○近畿厚生局、大阪労働局（大阪市）

農林水産省
出典：「農林水産省業務継続計画
（首都直下地震対策）第２版」（平成
27年10月）

○農林水産政策研究所（千代田区）
○関東農政局東京支局（江東区）
○農林水産研修所（八王子市）

経済産業省
出典：「経済産業省業務継続計画」
（平成30年2月）

①経済産業省・別館（千代田区）
②特許庁庁舎（千代田区）
③関東経済産業局（さいたま市）

○政府の緊急災害対策本部が立川広域防災基地の場合は、経済産業研修所（東村山市）を活
用
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（参考）国会等各府省庁の代替施設について

国会等各府省庁 災害対策本部施設（特に記載があるもの） 左記以外の業務実施施設

国土交通省
出典：「国土交通省業務継続計画
第4版」（平成30年5月）

①中央合同庁舎第3号館（千代田区）
②国土地理院関東地方測量部（東京都千代田
区九段）

③国土交通大学校（東京都小平市）

○地方支分部局等の利用や内閣府による
あっせんについて検討する

防衛省
出典：「防衛省業務継続計画 （首
都直下地震への対応）」（平成27年
10月）

○陸上自衛隊朝霞駐屯地（練馬区）

環境省
出典：「環境省業務継続計画」（令
和3年11月）

○政府緊急災害対策本部が霞ヶ関周辺の場合
は皇居外苑事務所（千代田区）
○政府緊急災害対策本部が立川広域防災基地
の場合は国際法務総合センター (立川市）

○関東地方環境事務所（さいたま市）
○環境調査研修所（所沢市）
○国立環境研究所（つくば市）
を 「支援庁舎」とし、代替庁舎（皇居外苑事
務所等）で行う業務を支援するとともに テレ
ワークも最大限活用する

衆議院
出典：「衆議院事務局業務継続計
画（首都直下地震対策）」（平成30
年7月）

記載なし

参議院
出典：「首都直下地震対応参議院
事務局等業務継続計画」（令和元
年8月）

○議場又は委員会室が使用不能な場合に、議員会館等で本会議、委員会等を開会することを
想定して、代替施設として活用可能な施設を複数リストアップする
○本院建物が使用不能な場合の代替施設についても国会関係機関の施設を念頭に今後検討
を進める

最高裁判所
出典：「首都直下地震等対応業務
継続計画」（平成27年11月）

○東京高等裁判所の庁舎

○東京地方・家庭裁判所立川支部等の東京都内の裁判所，司法研修所及び裁判所職員総合
研修所のうち相当と考えられる庁舎
○他の裁判所庁舎等
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２．首都直下地震：ライフラインへの影響（上水道、電力）

出典：内閣府「首都直下地震の被害想定と対策について （最終報告）（平成 25 年 12 月）別添資料1」より国土政策局作成

上水道は最大で約1,440万人（全体の約3割）が断水すると想定されており、1ヶ
月後には断水が解消される予測。また電力は、最大約1,220万軒（全体の約5割）
が停電すると想定されており、供給側の設備の復旧には1ヶ月程度を要する。

■復旧の推移（電力）

■復旧の推移（上水道）
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３．日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の被害想定：定量的な被害量

出典：中央防災会議「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の被害想定について
（令和3年12月）」より国土政策局作成

日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震では、日本海溝モデルで25.3兆円、千島海溝
モデルで12.7兆円の資産等の被害が生じるなど、甚大な被害が予測されている。

27

■建物等の被害（上段：日本海溝モデル、下段：千島海溝モデル）

■資産等の被害

震度分布図 （上段：日本海溝モデル、下段：千島海溝モデル）



出典：中央防災会議「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の被害想定について（令和3年12月）」より国土政策局作成

３．日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の被害想定：避難者数の推移

避難者数は津波の影響を受けた１日後に最大で約 90 万人となり、避難所への
避難者数は１日後に最大で約 60 万人になると想定される。 1ヶ月後の段階でも
最大で約55万人の避難が続いており、長期的な対応が必要となる。

28



３．日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震：津波の浸水分布（釧路市周辺）

出典：内閣府「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデルの検討について 浸水想定図 北海道（十勝根室）（令和2年4月）」より国土政策局作成 29

北海道の1ヶ月後の避難者数（日本海溝モデル、冬・夕・早期避難率低）
：約265,000人（うち避難所約79,000人、避難所外約185,000人）



出典：内閣府「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデルの検討について 浸水想定図 北海道（十勝根室）（令和2年4月）」より国土政策局作成 30

岩手県の1ヶ月後の避難者数（日本海溝モデル、冬・夕・早期避難率低）
：約49,000人（うち避難所約15,000人、避難所外約34,000人）

３．日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震：津波の浸水分布（宮古市周辺）



４．富士山大規模噴火：降灰による影響の波及イメージ

出典：内閣府「大規模噴火時の広域降灰対策について 別添資料2 （令和2年4月）」より国土政策局作成 31



４．富士山大規模噴火：主な地域における降灰の状況（ケース２：西南西風卓越）

出典：内閣府「大規模噴火時の広域降灰対策について 別添資料1（令和2年4月）」より国土政策局作成

東京への影響が大きいケース2のシミュレーション結果では、15日目時点で、新
宿区付近でも累積で約10cmの降灰が予測されている。
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４．富士山大規模噴火：降灰シミュレーション
主な影響の閾値の範囲（降雨時）［ケース２(西南西風卓越)］

出典：内閣府「大規模噴火時の広域降灰対策について（令和2年4月）」より国土政策局作成

微量の降灰でも地上路線の鉄道の運行停止、降雨時3cm以上の降灰で二輪駆動車
が通行不能、 0.3cm以上で碍子の絶縁低下による停電が発生するなど、首都圏で
広範囲にわたって交通機関やライフライン等に影響が生じる。

33



４．富士山大規模噴火：処分が必要と想定される火山灰量と巨大地震
等による災害廃棄物量

出典：内閣府「大規模噴火時の広域降灰対策について 別添資料4（令和2年4月）」より国土政策局作成

処分が必要とされる火山灰量は4.9億㎥であり、これは東日本大震災の災害廃棄
物量の約10倍である。東日本大震災の災害廃棄物は3年をかけて約９割が処理さ
れており、大規模噴火や巨大地震では長期的な対応が求められる。

（参考）
関西国際空港１期２期事業の土量
１期：約1億8000万㎥
２期：約2億5000万㎥
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５．企業の業務継続：企業のBCP策定状況

出典：中小企業庁「中小企業白書 小規模企業白書 2021年版」より国土政策局作成

感染症や自然災害は事業の継続が困難になるリスクとして広く認識されている。

35



５．企業の業務継続：企業のBCP策定状況

出典：内閣府「令和元年度企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査 概要」より国土政策局作成

中堅企業におけるBCP策定の取組は着実に進んでいるものの、令和元年度時点で
約35％と十分とは言えない。
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５．企業の業務継続：首都圏からの企業の転出状況

出典：帝国データバンク「首都圏・本社移転動向調査（2021年）（2022/2/15）」より国土政策局作成

帝国データバンクの調査によると、2021年は、コロナ禍で本社機能等が首都圏に
集中することの脆弱性が認知され、テレワーク浸透を背景に、首都圏外への企業
の転出が進んだ。
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出典：内閣府ホームページ（https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/sakusei.html）より国土政策局作成

５．企業の業務継続：税制による企業の移転促進
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■地方拠点強化税制の概要（令和3年度時点もの）


